
国保コーナー
保険証の正しい扱い方

新しい保険 証をもらったら

記戴内容に間違いが

ないか確認を。勝手
に書き替えたり、書
き足したりすると無
効になります。

使用上の注意は

お 医者さん にかかると きは 、

必 ず窓口に 提示しましょ う。

他人との貸し借りは厳禁。法
律で禁じられています。

病院に預けつぱなしにし
ないで、手元に保管しま
しよう。紛失など、トラ
ブルの原因になります。保険証の記号、番

号は、忘れずに手
帳などに記録して
おきましよう。 コピーした保険証は使用できません。

平成５年度国民健康保険税第４期分の納期限は11月１日(月) です。

役場 から の お 知ら せ

1
0月
１
日
よ
り
農
協
の
合
併
に
よ
り
長
門
三
隅
農
業
協
同

組
合
の
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。
よ
っ
て
三
隅
町
収
納
代
理
の

名
称
も
変
わ
り
ま
す
の
で
、
役
場
発
行
の
町
県
民
税
・
国
民

健
康
保
険
税
等
役
場
発
行
の
各
種
納
付
書
を
次
の
と
お
り
読

み
替
え
て
下
さ
い
。

（
旧
）
長
門
三
隅
農
業
協
同
組
合
本
・
支
所

↑
（
新
）
長
門
大
津
農
業
協
同
組
合
三
隅
支
所
・
出
張
所

｢住民票を正しく登録していますか？｣
調査期間: 10月１日より１ヶ月

実態調査対象者
1｡住民票を町内に有し実際は町外に在住する者

( 学生含む)

2, 住民票を町外に有し実際は町内に在住する者

只
今
、
住
民
実
態
調
査
中

毎
年
一
回
、
住
民
登
録
の
正
確

性
を
保
持
す
る
た
め
、
住
民
実
態

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
住
民
票
と
実
際
の
居

住
事
実
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
確

認
し
、
過
っ
て
い
れ
ば
、
正
し

い
住
所
に
住
民
票
を
移
す
手
続
き

を
と
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に

し
て
い
ま
す
。

実
態
調
査
の
対
象
者
は
、
上
記

の
と
お
り
で
す
が
、
こ
れ
以
外
に

も
、
分
離
世
帯
（
同
じ
敷
地
内
の

家
に
二
つ
の
世
帯
が
存
在
す
る
も

の
）
等
も
対
象
と
し
て
実
態
調
査

を
行
い
ま
す
。

実
態
調
査
で
得
た
資
料
を
も
と

に
、
住
民
登
録
の
変
更
手
続
き
が

必
要
な
方
に
は
、
通
知
を
出
し
ま

す
の
で
、
速
や
か
に
変
更
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

住
民
登
録
す
べ
き

住
所
地
と
は
？

住
民
票
は
、
実
際
に
居
住
し
て

い
る
住
所
地
に
登
録
す
る
こ
と
が

原
則
で
す
。

学
生
で
、
親
か
ら
仕
送
り
を
受

け
て
生
活
を
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
親
元
に
住
民
票
を
お
い
て
お

く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「
学
生
の
間
は
、
住
民
票
を
移

さ
な
く
て
も
い
い
」
と
い
う
の
は

誤
解
で
す
。

長
期
入
院
・
療
養
（
一
年
以
上
）

の
場
合
で
は
、
そ
の
病
院
・
療
養

所
に
住
所
が
あ
る
と
み
な
し
ま
す

の
で
、
そ
こ
へ
住
民
票
を
移
し
て

も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
世
帯
分
離
」
と
は
？・

同
一
敷
地
内
の
家
（
離
れ
家
も

含
む
）
に
住
ん
で
い
る
者
は
、
生

計
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
一
つ

の
世
帯
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
分
か
れ
て
も

う
一
つ
の
世
帯
を
構
成
す
る
こ
と

を
「
世
帯
分
離
」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
「
世
帯
分
離
」
が
で
き
る

の
は
、
生
計
を
別
に
す
る
こ
と
が

当
然
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

た
と
え
離
れ
家
に
住
ん
で
い
て

も
、
食
事
等
を
同
じ
所
で
作
り
、

そ
れ
ら
経
費
の
分
担
が
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
限
り
は
、「
世
帯
分

離
」
は
で
き
ま
せ
ん
。
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